
様式第一号（－） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年4月 3 日

令沢市長村山卓 殿

届出者

住所 〒921-8054金沢市西金沢1丁目111番地
加賀製紙株式会社

氏名 代表取締役中島雄一郎

電話番号076-241-1151

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1． ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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加賀製紙株式会社保管事業場の名称

保管事業場の所在地 金沢市西金沢1丁目111番地

| 電話番号 ’電話番号’ 工務部部長前田章特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-241-ll51

事業所の所在地と同じ保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

量’ 保管の状況廃棄物の型式等

濃度
区分

処分予定
年月

処理業者との
調整状況蹄 聯，

参考事項廃棄物の種類番号 総重邑
（1台当たり

璽肚×台数）

容器の
性状

漏れ等の
おそれ

台数又は
容器の数灘製造者名 製造年月表零己号型式

I

胴
PCB濃度
1,2mg/kg
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(日本産業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由’ 参考事項番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり
亜獄×台数）

表示記号
等

台数又は
容器の数

定格
容量

製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地｜…遥犀鳳謹零≦蕊製造者名

参考事項廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
葹量×台数）

台数又は
容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重量×台数）

処分受託者の
名称

処分
年月日

処分委託
年月日

処分
年月日蕊製造者名型式製造年月表零号

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

台数又は
容器の数

24型蕊(静未
誰
度

水銀灯用安定
器 '' |豐崎電気,朧， 不” 1 個6. 1 kg 2023~2300xOOO1

2023~2~24鯉蕊(鮮未
誌
度

蛍光灯用安定
器

S33

1958
1 個3.6 kg4(） WxOOO1

2023~2~24鯉蕊(鮮未
誰
度

蛍光灯用安定
器 10 個粥k940 W 東芝 FBF-2- S37

4025B 1962
xOOO1

~~
~

~~~

~

2023224蝋蕊(評未水銀灯用安定
器 不明 松蕊器不明 不明 2 個麹kg 不明xOOO1

’



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 加賀製紙株式会社

所在事業場の所在地 金沢市西金沢1丁目111番地

’ |電請雷号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
工務部部長前田章 076-241-1151

所在の場所 事業所の所在地と同じ

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

番号 製品の種類 参考事項総重量
（1台当たり
重量×台数）

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況製造者名 型式 製造年月表示記号等

台数又は
容器の数

500 KVA北雫機製FH81T6-500D
PCB濃度
0.7mg/k9

S61

1986
⑯-4 変圧器（トランス） 1 台1,360.0 kg 低濃度

300 KVA北陸喜機製FH75T6-300D
PCB濃度
0.6Ing/k9

S53

1978
⑯－6 変圧器（トランス） 1 台1,280 0 kg 低濃度

PCB濃度
0.8mg/k9

S32.5

1957
⑯－7 変圧器（トランス） 50 KVA大阪変圧器 TOS 1 台455.0 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項製品の種類番号 総重量
（1台当たり
愈最×台数）

台数又は
容器の数

定格
容量

型式 製造年月表示記号
等

製造者名



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地 参考事項製品の種類番号 総重量

（1台当たり
重量×台数）

定格
容量 製造者名 型式製造年月表零号 台数又は

容器の数

1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフエニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」 とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

KVA ニチコン SH H2.1 1 台 8.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

電話番号

濃度
区分

石川県金沢市増泉3-16-11

　　同上

076-241-8388

処理業に委託なし
コンデンサー
（3kg以上）

処理業者との
調整状況

30

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

（第１面）

保管の場所

住　所 石川県金沢市

氏　名 加賀電化工業株式会社

2023年

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

鍍金事業部部長　吉岡　正

加賀電化工業株式会社 鍍金事業部

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

6月 19日

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-214-6512

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

コンデンサー
（3kg以上）

KVA SH H2.1 1 台 8.0 kg
低濃
度

R5.4.28 (株)富山環境整備

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

30 R5.6.9

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

ニチコン

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）







　

【保管場所】

【保管場所】

    　ＰＣＢ機器の写真

    　ＰＣＢ機器の写真



【銘板】

【低濃度PCB機器】

    　ＰＣＢ機器の写真



令和 5 年 4 月 19 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

25-001 KVA 三菱
油入自冷
式SF型

S４３ C280452 1 台 98.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

　０７６-２５５-３３０９

処理業者との
調整状況

ペール缶

濃度
区分

10
PCB濃度

0.72mg/kg

廃棄物の種類

変圧器（トラン
ス）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

河北潟沿岸土地改良区　理事長　酒井　義光

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

かほく市大崎チ１１４番地２

　事務局長　長原克信

住　所

氏　名

電話番号

　金沢市大場町地内

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-255-3309

金沢市長　村山　　卓

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　県営木越排水機場

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

該当なし

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

該当なし

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 5 年 4 月 19 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

27-001 μF
日本コン
デンサ工

業

MPF-
D82E3RPW

S46.2 P3439 1 台 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-255-3309

金沢市長　村山　　卓

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　大場排水機場

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

かほく市大崎チ１１４番地２

54.7
PCB濃度
6.5mg/kg

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

河北潟沿岸土地改良区　理事長　酒井　義光

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

コンデンサー
（3kg未満）

　事務局長　長原克信

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

　金沢市八田町地内

　０７６-２５５-３３０９

プラス
チック容

器



28-001 μF
日本コン
デンサ工

業

MPF-
D32E3RPW

S46.9 D2482 1 台 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

28-002 μF
日本コン
デンサ工

業

MPF-
D32E3RPW

S46.9 D2478 1 台 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

28-003 μF
日本コン
デンサ工

業

MPF-
D32E3RPW

S46.9 D2486 1 台 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

28-004 μF
日本コン
デンサ工

業

MPF-
D32E3RPW

S46.9 D2479 1 台 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

コンデンサー
（3kg未満）

547

（日本産業規格　Ａ列４番）

547
プラス

チック容
器

547

547

プラス
チック容

器

コンデンサー
（3kg未満）

プラス
チック容

器

コンデンサー
（3kg未満）

コンデンサー
（3kg未満）

プラス
チック容

器

PCB濃度
13mg/kg

PCB濃度
13mg/kg

PCB濃度
12mg/kg

PCB濃度
11mg/kg



型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

該当なし

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



2023 年 6 月 30 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

2 KVA 東芝 HCTR-S3 1980年 調整中 1 台 515.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

　石川県金沢市末町10の5番地の1

　石川県金沢市末町10の5番地の1　1号館地下1階電気室

　076-229-8843

調整中なし動力トランス

処理業者との
調整状況

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

学校法人金沢学院大学　理事長　秋山　稔

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市末町10の5番地の1

　総務部長　杉山　忠司

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-229-8843

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　学校法人金沢学院大学

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

1 150 KVA 東芝 HCTR-S3 1980年 台 kg 低濃度
調査の結果判明
PCB濃度8.3mg/kg

2 100 KVA 東芝 BRTR-AGJ1R1 1980年 台 kg 不明 濃度検査実施予定

3 100 KVA 東芝 BRTR-AGJ1R1 1980年 台 kg 不明 濃度検査実施予定

4 不明 KVA
マルコン電

子
60MAK405U

1973年～
1987年

個 kg 不明
低濃度の可能性あり
濃度検査実施予定

5 不明 KVA
マルコン電

子
25MWK106K

1979年～
1982年

個 kg 不明
低濃度の可能性あり
濃度検査実施予定

6 1.82 KVA
マルコン電

子
NA-

E22100KPR
1986年 個 kg 不明

低濃度の可能性あり
濃度検査実施予定

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

コンデンサー（3kg未
満）

調整中 1 1.4

コンデンサー（3kg未
満）

調整中 2 0.6

コンデンサー（3kg未
満）

調整中 3 0.9

コンデンサー（3kg以
上）

調整中 1 45.0

コンデンサー（3kg以
上）

調整中 1 45.0

調整中

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始

理由
所有開始

場所
所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

電灯トランス

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

430.01

　（番号1～3）石川県金沢市末町10の5番地の1　1号館地下1階電気室、（番号4、5）同　1号館6階エレベータ機械室
　（番号6）同　3号館6階エレベータ機械室

量

　総務部長　杉山　忠司
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　学校法人金沢学院大学

　石川県金沢市末町10の5番地の1

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

　076-229-8843

所在の場所





製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2022 年 6 月 28 日
金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市本町２丁目１６－１６

氏　名 代表取締役社長　高田　圭一郎

電話番号 076-263-3333

の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称   

保管事業場の所在地 　

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 電話番号 　

保管の場所

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等の
おそれ



（日本工業規格　Ａ列４番）



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 　　株式会社　ガーデンホテル金沢

所在事業場の所在地 　　石川県金沢市本町２丁目１６－１６

　　支配人　　押田　良三 電話番号 　０７６－２６３－３３３３

所在の場所 　　事業場の所在地と同じ

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

三相変圧器 200 kVA 三菱電機㈱ RA-T G200402 1 台 570.0 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定

年月
処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

1983年

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6 月30日
金沢市長村山卓 殿

零
届出者

住所石川県金沢市三社町7番12号

氏名株式会社金津電機製作所代表取締役金津伸太郎
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-231-5496

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条腋
の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’
I

l
l

～

保管事業場の名称 株式会社金津電機製作所

石川県金沢市三社町7番12号１
１
１

保管事業場の所在地

’ |特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 代表取締役金津伸太郎 076-231-5496

’ ’保管の場所 石川県金沢市三社町7番12号

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ ｜ 量 ■廃棄物の型式等 保管の状況

処分予
定

年月
職
|混箭の

台数又

は

容器の

数

処理業者との

調整状況
漏れ等
の

おそれ

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

砿吐×台数）

参考事項定格
容盈

容器の
性状製造年月表奮号

等
無

い
有

囲
の製造者名型式

’
ー
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②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 ■■

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

ロ

I
’番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

耽散×台数）

参考事項定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 ｜製造年月

~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
i匝蹴×台数）

参考事項台数又は
容器の数

a

、 、

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合
皇
皇 処分を委託した場合

濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

亜量×台数）

参考事項定格
容量 製造者名型式製青年表示記号等

処分
年月日

台数又は
容器の数

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

東京芝

浦電気
㈱
WS396 1SRTR-コンデンサー

(3kg以上）
諦
度

シノミ

ノール "|箪蕊"Raa'@25 KVA29-025 1 台34．0 kg R5.2

コンデンサ三

(3kg以上） 松妻電| 不明 不明 ｜不明
鍬
度 14型蕊(静'“'@不明01-00] 1 台3.2 k9 R5.2

q－

東京芝

浦電気
㈱

その他電気機
械器具

鍬
度淵｜ §39 1両， 喫蝋瀞R5.5. 18不明29-029 ム

ロ 7.5 k91 R5．2. 14

日本コン
1. 51 KVA デンサエ

業㈱

～

コンデンサー

(3kg以上）
辮
度 R5.2.14蝋蕊("R"'@M| S374 DF式29-033 2

今
回 7．6 k9

日本コン
デンサエ
業㈱

ロ

コンデンサー

(3kg未満）
雛
度 R5｡2. 14鯉蕊("R"'@Mb S365 1 DF式

SPF－
0.75 1(VA29-030 1 台i 1．7 kg

す

■ ■ ■ =

雛
度 R52', |型蕊"Raa'@ウエス01-003 l 缶l 0.3 k9
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2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地
口

’ |電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

’
ロ

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分~~~~ 蕊溌’

番号 製品の種類 総重量
( I台当たり
砿最×台数）

参考事項定格
容鯉

廃棄予定
年月

表示記号
等

処分業者との
調整状況

製造者名 型式 製造年月

’’ ’

■

1

1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

1

1

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
敢最×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月
Ⅱ Ⅱ

画

ー

一

一



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊|"着翁| 璽式 |製造隼鳳|裏毒喜

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
砿倣×台数）

参考事項台数又は
容器の数

１１●

ｇ
■
■
■
官
■
巳
。
■
■
■
０
０
■
８
０
■
Ⅱ
Ⅱ
日
■
日
■
Ⅱ
０
■
ｇ

ｇ

ｌ

Ｂ

８

Ⅱ

け

Ⅱ

１

０

Ⅱ

０

日

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

９

８

１

１

日

０

／

1~ この届出書は、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重鉦を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の棚には、 「高機度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 ~ 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物.を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考

ー

凸ゴ

ー

一



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
’9． 「保管終了理由」及び｢所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記減するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ﾋﾌｴﾆﾙ使用電気工作物」とは､電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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産業廃棄物管理票（マニフェスト)E票一
~ ~

|麦棚号’
１
膳
阿
卜
」
ｒ
Ｉ
‐
牌
１
１
ト
ー

整 ’ |氏名~ ↑ ~、 ’交付年月日 薇21S5396017a 理番号 今交付担当者／年二厚隣日

圓綴曇鶴津鮒製作所
住所〒難(ﾉさ･り“1 電話番号，7側…5
石ﾊI県金沢市三社町7－12

ｌ

Ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

４

１

到

斗

●

ｌ

ｌ

０

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

４

１

１

１

（

排

出

事

業

場

）

亭

業

場

|篭会社金津鮒製作所~
'零厩無難忌雪苧w…F嗣鯛

（
排
出
者
）

事

業

者

口種類(普通の産業廃棄物）
0100燃えがら ID. 1200金属くず

0200汚泥 □13"猟紬醗くず’
0300廃油 □・14"鉱さい

0400廃酸 □1500がれき類

0500廃アルカリ ロ1600家畜のふん尿

0600罵ﾌﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体，
0700紙くず □1800ぱいじん
0800木くず~ D1900. 13号廃棄物

0900繊維くず □4000動物系固形不要物

1000動植物性残喜Ip
I IOO,ゴム〈ず ．□

伽一伽一脚一脚一伽一剛一伽一伽一馴一脚一帥

ら々物魂ずず寺豆、力

私識訪癖癖融認鱸
００００００００

釦加印釦切釦釦冊
００００００００

1200金属くず

1300猟紬醗くず
14"鉱さい

I500がれき類

1600家畜のふん尿

1700家畜の死体

1800ぱいじん

1900. 13号廃棄物

0400廃酸

0500廃アルカリ

0600罵ﾌﾗｽﾁｯｸ蕊

0700紙くず

0800木くず~

繊維くず

動植物性残さ

,ゴム〈ず

|□4000動物系鰯不要物
|ロ
｢て｢_ ~

I〃 種類(特別管理産業廃棄物）

性廃油｜□7424燃えがら(有害）
廃油侑害）□7425廃油(有害）

□7426汚泥(有害）

(有害） ｜□7427廃酸(有害）
ルカリ ロ7428廃ｱﾙｶﾘ侑害）

隈琴誉輿添
荷姿
溺れ防止型金■容蕃

Al - ' 1 .zf I咽 にて運搬
!産業廃棄物の名称PCB廃棄物

□
□
□
□
□
□
□
□

□0900

□1000

□1100

7000引火性廃油
一一．皇．－－－－

7010引火性廃油侑害）
7100強酸

71.10強酸(有害）

7200強アルカリ

7210強アルカリ侑害）

7300感染性廃棄物

7410PCB等

7421廃石綿等

7422指定下水汚泥

7423鉱さい(有害）

産

業

廃

棄

物 物

処分方法有害物質等

□7429ばいじん(有害） 洗浄｡分離･分鰐PCB
割

一

鏥
等
棄
銀
廃
水
鰐
廃

３

４

７

７

０

０

４

４

国
画
ご
コ
ー
ロ

ロ
｜
国
一
口

備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物

ロ水銀含有ぱいじん等

口石綿含有産業廃棄物

口特定産業廃棄物

~

□7421廃石綿等

ロ7422指定下水汚泥

□7423鉱さい(有害）
－

や間処理

鰈廃棄物

一

中産

名称／所在地／電話番号

画委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり

名称／所在地／電話番号

画委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり L

最

の

終処分

場所場所 （

ノノ 乏

溺慧織送株式会社 一
住所〒“(》-9顕4 電話番号U4gz7烈三岡UT
塘玉県さいたま浦大富区下町二丁目61番地

|謝貯磯環境安全事業(樵
'所在地利WzWW 電話番

|北海道室蘭市仲町14番地7

貯戴購境安全事業(樹北海遭剛処理事垂所運
搬
受
託
者

（
処
分
事
業
堵
〉

逼
搬
先
の
事
集
竃

一

罰澗3z23z7W7

氏名又は名称

中間貯蔵､環湧安全事業株式余社
住所〒105--”14 電話番号耐三57闇三浦洞

東京都港区芝一丁目7番17号

氏名又は名称

中間貯蔵･遼湧安全事業株式会社 御
扉
し

又

は

保

管

菰

替

え

~

処
分
受
託
者

処
分
受
託
者

一

‘’
『
入

●ゲ

(受領欄） 数量(及び単位）緋､ 遭 鐙

終了年月日
難の受託

一

処分の受託

８
，
勺

I 零月,7日|看"捨戦－ 1

、
０
も
１

ト
ド

～

．ヘ
ーブ

t

。

(受託者の氏名又は名称）

(処分担当者の氏名口翼亡⑥
複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

も

瀞勧響揮雫議00i40016』請鰐絢書謝脅所にあっては雲託契約書識の書号’
株式会社c&R(第00140085831号) 5,3 16

最終処分を

行った場所

処分を

~~~

(直行用） 発行元：公益社団法人全国産業資源循環連合会
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産業廃棄物管理票（マニフェスト)E票

隼眺自|交侭鵜|218539(交付年月日

事暴風綴茎蕊麺機製作所
業出住所〒920-0861 電話番号57B5Z研二嗣砺
一者石川県金沢満室社町7－12

2185396年月ﾉ典白

（排者出

|“暑’ ｜鮒鍵訓 氏名＋ ‘ ′｜ ナ027M
一

（
排
出
事
難
場
）

事

業

場

名称

株式会社金津蓮機製作所

所在地〒920-0861 電話番号076-231-弱96
石川県金沢市三社町7－12

）

事

業

者

~~

'’
口種類(普通の産業廃棄物）

0100燃えがら □1200金属くず

0200汚泥 □1 300親爺傭轤<ず
0300廃油 □“鉱さい
0400廃酸 ~ □1500がれき類
0500廃アルカリ ロ1600家畜のふん尿

0600廃ﾌﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体’
0700紙くず □1800ぱいじん 1
0800木くず □1900 13号廃棄物
0900繊維くず □4000動物系固形不要物

1000動植物性残さ□

II0Oゴム〈ず □

ら
が

泥え
燃汚

００
２１

００
００．

四'種類(特別管理産業廃棄物）

7000引火性廃油ロ7424燃えがら侑害）

7010引雌廃油侑割□7425廃油(有害) |
7100強酸 □7426汚泥(有害) l
7110強酸(有害) In742ﾗｰ廃酸(有害）
7200強アルカリ ロ7428廃ｱﾙｶﾘ侑割’
7210強ｱﾙｶﾘ(有害) D1429ぱいじん{語）

7300感染性廃棄物 ．□743013号傷葉物(需) 1
7410PCB等 □7440廃水銀等
7421廃石綿等 □

7422指定下水汚泥 □

7423鉱さい(有害） □

数量(及び単位） 荷姿
湧れ妨止型金属容響

司苫テ：－73急 にて蓮澱

産業廃棄物の名称PCB廃棄物

口
ロ

ロ7000

口7010

口7100

『百耐
一

‘ロ7422
-

1D7423

産

業

廃

棄

物

画0300廃油
一■ーー~－，－争争一

口0400廃酸 ．

Pcg l駕蔑澱.分解PCB

｜
中
間
処
理
業
者
〆
最
終
処
分
業
者
’
１
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者
一

有害物質等有害物質等

備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等

口石綿含有産業廃棄物
口特定産業廃棄物中間処理

産業廃棄物
一

最終処分

の場所場所

名称亥竺所在地／電話番号

四委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり

可

」

〆渉 1． ．パー●

ノ

く

I驚遥識送株式会社
住所〒3師三聴璃 電話番号頂gE7溺云弱阿
埼玉県さいたま市大宮区下町二Tg61番地

〈
処
分
事
難
堵
）
‐

運
搬
先
の
事
業
堀

~ |蝋貯蔵.環境安全率業㈱北海遠剛処理事業所
所揖迩一利5FWW 電話番号01W己爾三両W7~~－－‐

北海進室髄市仲町14番地7

運
搬
受
託
者

氏名又は名称・

中間貯蔵・環填安全事業株式会社
住所〒105勺㈹14 電話番号鮒-57稲-1911

束京都灘区芝一丁目7番17号

処
分
受
託
者

j＃ ’ ．
．， I〆．

（ 1 .リ
ー

ーー ロ

リ

機の受託運 １
１

(受領(受託者の氏名”名称） （安狽 ’処分｜

鞠|齢岬“(処分担当者の氏名） ヴ臼〃加膨正浅

目鉄切ﾝﾄ㈱(第00,200伽3号嬬託契縮鰄孵所にあ~ては委託契約蕊置載の蕎号）
名称／所在地／電話番号．

’
5‘5‘16 ～

JX金属紳小ﾘ妙ﾐ･ｶﾙ㈱("00126000884g) 5,5'18

TT祭席雅~J1,,妨庁ﾐ杓)MW"00176000884g)
が

処分｜

農了年月日"-J
I

最終処分

年希6日 終了年月風
処分の受託

最終処分を

行った場所行った場所

ﾕ叫年亀侘』
複
製
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じ
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件 名株式会社金津電機製作所PCB調査
Ｉ

山

採取年月日

採取者

試験名

採取場所

2022年4月 6 日

㈱ｴｵﾈｯｸｽ釜井

絶縁油PCB含有量試験

石川県金沢市三社町7-12株式会社金津電機製作所

型式 ドラム缶1

製造会社 製造番号 ~

| ,定耀量! ’
出力

(定格容量）
総重量
(kg)

製造年月日

御依頼を受けました試料についての試験結果は次のとおりです。

試験項目 試験結果 試験方法

絶縁油中のPCB簡易
定量法2.3. lX
－一一

ポリ塩化ビフェニル (mg/kg)

~~~~
0. 17

以下余白

一一一

－ー 一一 ＝■一一一一凸 ~

~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~

~~~~

~~~
~~

~~~~~~

~~~~~

－－
~ ~~~~ ~~

~~

1

備考 ※分析方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法ﾏﾆｭｱﾙ(第3版）簡易定量法2.3. 1(平成23年5月環境省）

PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)以下であるときは、 PCB廃棄物に該当しない。

(平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

PCB濃度が処理の目標基準(0. 5mg/kg)を超えたときは、 PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。

(平成17年12月19日環廃産発第051219001号）
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採取場
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石川県金沢市三社町7-12株式会社金津電機製作所

日

者

名

所

型式 ドラム缶2

製造会社 製造番号
~

~

| ,定耀量, ’
出力

(定格容量）
総重量
(kg)

製造年月日 ~

~

~

御依頼を受けました試料についての試験結果は次のとおりです。

試験項目 試験結果 試験方法

絶縁油中のPCB簡易
定量法2. 3. 1X

ポリ塩化ビフェニル (mg/kg) 0. 15未満
~ ~~ ~

~

以下余白
~

~

~~
~

~

~~~~

I

※分析方法：絶縁油中の微蕊PCBに関する簡易測定法ﾏﾆｭｱﾙ(第3版）簡易定量法2.3． 1 (平成23年5月環境省）

PCB濃度が処理の目標基準(0. 5mg/kg)以下であるときは、 PCB廃棄物に該当しない。

(平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)を超えたときは、 PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。
(平成17年12月19R環廃産発第051219001号）

備考
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様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 6 月 14 日
金沢市長　村山　卓 殿

届出者   
住　所

氏　名 環境開発株式会社　代表取締役　髙山　盛司
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 076-244-3132

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 新保処理工場

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 工場長　野澤　悟 電話番号 076-244-5115

保管の場所 技術センター、危険物倉庫（事業場の所在地と同じ）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

24-81 1 基 低濃度 分別 なし

24-82 1 基 低濃度 分別 なし

24-83 1 基 低濃度 分別 なし

石川県金沢市大桑町上猫下4番地7

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

石川県金沢市新保町ラ24番地1

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等の
おそれ

低濃度PCB汚染物
（IBC容器）

1㎥の
SUS製
液体
運搬用
容器
(空容器)

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№41

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№55

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№56



27-1 1 基 低濃度 分別 なし

27-2 1 基 低濃度 分別 なし

27-3 1 基 低濃度 分別 なし

27-4 1 基 低濃度 分別 なし

27-5 1 基 低濃度 分別 なし

27-6 1 基 低濃度 分別 なし

（日本産業規格　Ａ列４番）

低濃度PCB汚染物
（IBC容器）

1㎥の
SUS製
液体
運搬用
容器
(空容器)

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№42

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№43

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№44

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№91

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№92

1㎥SUS製
容器

囲い:無し
掲示:有り 容器№96



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

1 1 個 15.0 g H34.09.27

2 1 個 14.0 g H34.09.27

3 1 個 14.0 g H34.09.27

4 1 個 14.0 g H34.09.27

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

廃PCB等
低濃
度

燃え殻及びばいじん
環境開発㈱最終処分場

サンプル名:コンデンサ(外-3-1)
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
「微量PCB汚染が否定できない安定器の焼却
実証実験」処理対象物FRH-2-40812Bから採取
した絶縁油

廃PCB等
低濃
度

燃え殻及びばいじん
環境開発㈱最終処分場

サンプル名:コンデンサ(外-4-1)
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
「微量PCB汚染が否定できない安定器の焼却
実証実験」処理対象物FRH-2-40112Bから採取
した絶縁油

廃PCB等
低濃
度

燃え殻及びばいじん
環境開発㈱最終処分場

サンプル名:コンデンサ(外-4-2)
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
「微量PCB汚染が否定できない安定器の焼却
実証実験」処理対象物FRH-2-40112Bから採取
した絶縁油

廃PCB等
低濃
度

燃え殻及びばいじん
環境開発㈱最終処分場

サンプル名:コンデンサ(外-4-3)
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
「微量PCB汚染が否定できない安定器の焼却
実証実験」処理対象物FRH-2-40112Bから採取
した絶縁油



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

電話番号

所在の場所

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定

年月
処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ



様式第一号（一） (第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年5月 16日
余沢市長 殿

届出者

住所金沢市下本多町六番T11番地
氏名金沢エナジー株式会社代表取締役社長高井郁大
（法人にあっては、名称及び代表者の氏弔）

電話番号076-203-0130

項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
状況等を届け出ます。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1
の規定に茶づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ ｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

猿器の擬盈灘I
番号 廃棄物の種類

蕊製造肴名型式製腓に壼示氾需
容器の囲い等分別． 漏れ等の

‘性状の有無混在の別おそれ

参考事項

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

番号 廃棄物の種類

蕊i製造者名
台数又は

容器の数

参考事項
型式 製造年月 表示記号等

~
~
~
~
~
~
~
~
~

■
０
凸
０
８
９
１

Ｏ
ｉ
Ｂ
Ｆ
Ｆ
Ｂ
け

８

１

１

０

０

回

Ｆ

号

Ｂ

ｇ

Ｐ

Ｆ

Ｋ

■

▲

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
皇
學

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重量X台数）

参考事項

謝難都i型式|製造年月|菱示記鶚i ‘

台数又は

容器の数
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~ Ｉ

ｉ
Ⅱ
■

■

■

■

■

■

■

日

■

■

■

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

■

■

■

■

凸

■

■

■

■

幸

Ｐ

ｐ

ｅ

ｚ

品

日

甲

口

品

や

Ｐ

寺

ｐ

＆

●

凸

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

区分~
台数又はi総重量
容器の数聯謝

番号 廃棄物の種類

鑿|製造者名i型式i製造年月
参考事項処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分
年月日

処分委謡処分受託者の
年月日 ； 名称

処分
年月日

表示記号等

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ｉ
Ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ⅱ
世

’
Ｆ

Ｂ

Ｉ

ｒ

◆

■

早

■

＆

◆

ｇ

９

ｒ

Ｔ

＄

●

Ｐ

■

■

■

▽

。

■

Ｆ

１

■

０

，

■

■

Ｆ
ｒ
■
Ｂ
い
■
■
◆
■
■
Ｂ
■
●
■
■
□
■
■

’
’
1



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 新内川第二発電所

金沢市堂町ツ35番1所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名 地域エネルギー供給部再エネ発電課梶井大誓 076-213-5342（代表）

’所在の場所 新内川第二発電所屋外変電所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
■

寺

■

■

叩

■

■

■

８

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

旬

■

■

■

■

甲

３

。

■

０

８

■

■

■

甲

■

早

■

＆

■

７

＄

■

、

？

■

８

－

■

■

甲

８

凸

■

■

、

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

叩

■

■

■

■

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量X台数）

製品の種類番号

鑿|製造者名
廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

参考事項台数又は

個数
型式 製造年月 表示記号等

PCB3.5mg/

kg

H3012分析
77000‘ ：明電舎| PNEG-701 ｣988/@ |雲些亘Z計器用変成器 4肝

J1､、未定30-006 低濃度1 : 750.kg
I
ﾛ

ﾛ

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
皇
學

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重景
(1台当たり重

量x台数）

番号 製品の種類

襄篁 |製造者名｜ 型式i
n

台数又は

容器の数

参考事項
製造年月 表示記号等

I

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

！

番号 製品の種類 総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月凌示記号等

エ

Ｉ

９

Ｆ

早

口

■

凸

ロ

■

２

■

号

１

口

■

■

■

■

■

■

８

■

■

■

■

Ｕ

■

■

■

■

■

０

■

■

■

■

甲

■

■

■

~

~

~

Ｉ
ロ

凶

Ⅱ

２

■

~
ｐ
幸
Ｄ
Ｐ
■
Ｆ
Ｂ
■

~

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビブエニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号がｲ､j･されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフエニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9 「量」の棚のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビブェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重堂を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高機度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは商機度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」 とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」 として、新たにボリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ピフエニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14~ 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフエニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理巾」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の率業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20~ 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用
製品以外のボリ塩化ピフエニル使用製品については、ポリ塩化ピフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する遊気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24~ この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写磯によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記栽される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき普類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 5 月 15 日
金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市平和町１－３－１

金沢教育事務所
氏　名 所長    村　本　　治　男

　　　　　（公印省略）
電話番号 076-245-6776

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 　金沢教育事務所

保管事業場の所在地 　金沢市平和町１－３－１

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 　総務課長　徳野　章人 電話番号 　０７６－２４５－６７７６

保管の場所 　保管事業所に同じ

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

23-1 20 KVA S56.9 未定 1 台 13.0 kg 低濃度 なし 分別 なし

04-1 0.5µF S54 - 未定 1 台 95g 低濃度 なし 分別 なし

04-2 0.5µF S54 - 未定 1 台 95g 低濃度 なし 分別 なし

04-3 0.5µF S54 - 未定 1 台 97g 低濃度 なし 分別 なし

04-4 0.5µF S54 - 未定 1 台 95g 低濃度 なし 分別 なし

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の
別

漏れ等の
おそれ

コンデンサー
（3kg以上）

東京芝浦
電機株式
会社

BRTR-
A6J2R

塩化ビフ
ェニール

囲い有
、掲示
有

PCB
0.59mg/kg

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン
株式会社

OB-
S3SGIW

囲い有
、掲示
有

PCB
0.78mg/kg

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン
株式会社

OB-
S3SGIW

囲い有
、掲示
有

PCB
0.73mg/kg

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン
株式会社

OB-
S3SGIW

囲い有
、掲示
有

PCB
1.2mg/kg

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン
株式会社

OB-
S3SGIW

囲い有
、掲示
有

PCB
1.1mg/kg



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

04-1 0.5µF OB-S3SGIW OB-S3SGIW - 1 95g 低濃度 H35.2.14

04-2 0.5µF OB-S3SGIW OB-S3SGIW - 1 95g 低濃度 H35.2.14

04-3 0.5µF OB-S3SGIW OB-S3SGIW - 1 97g 低濃度 H35.2.14

04-4 0.5µF OB-S3SGIW OB-S3SGIW - 1 95g 低濃度 H35.2.14

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン株
式会社

新たに存在把握したコンデンサ
ーが低濃度PCB含有と判定された
ため

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン株
式会社

新たに存在把握したコンデンサ
ーが低濃度PCB含有と判定された
ため

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン株
式会社

新たに存在把握したコンデンサ
ーが低濃度PCB含有と判定された
ため

コンデンサー
（3kg未満）

ニチコン株
式会社

新たに存在把握したコンデンサ
ーが低濃度PCB含有と判定された
ため

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 　該当なし

所在事業場の所在地

電話番号

所在の場所

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

該当なし

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ















































令和 5 年 6 月 2 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

2-001 μF
日本コン
デンサー

NP-A27 S52 1 台 0.6 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

2-002 μF
日本コン
デンサー

NP-A27 S52 1 台 0.6 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-001 μF
日本コン
デンサー

NP-A239 S61 1 台 0.2 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-002 μF
日本コン
デンサー

NP-A239 S61 1 台 0.2 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-003 μF
日本コン
デンサー

NP-A240 S61 1 台 0.2 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-004 μF
日本コン
デンサー

NP-A229 S62 1 台 0.2 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-005 μF
日本コン
デンサー

NP-A229 S62 1 台 0.2 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

3-006 μF
日本コン
デンサー

NGB-
A14GL94T

S49 1 台 0.6 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

屋内保管

屋内保管

屋内保管

40
ペール

缶

コンデンサー
（3kg未満）

50
ペール

缶

コンデンサー
（3kg未満）

20
ペール

缶

コンデンサー
（3kg未満）

20
ペール

缶

コンデンサー
（3kg未満）

40
ペール

缶

コンデンサー
（3kg未満）

屋内保管

屋内保管

コンデンサー
（3kg未満）

75
ペール

缶
屋内保管

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市広岡３-３-３０

氏　名 金沢市企業局　公営企業管理者　松田　滋人
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 ０７６-２２９-２００６

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 金沢市企業局　上水課

保管事業場の所在地 金沢市末町１-１

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 係長　北村　信之 電話番号 ０７６-２２９-２００６

保管の場所 金沢市末町１５-６０（犀川浄水場）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

コンデンサー
（3kg未満）

75
ペール

缶

番号 廃棄物の種類
処分予

定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況

参考事項

屋内保管

コンデンサー
（3kg未満）

20
ペール

缶
屋内保管

定格
容量

台数又
は

容器の



4-001 μF Kg 低濃度

型式
製造年
月

該当なし

型式
製造年
月

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

屋内保管
コンデンサー
（3kg未満）

10
日本コンデ
ンサー工業

NP-A227 S61 1 0.2 R4.9
分析の結果、低濃度
PCBと判明したため

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号
等

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号
等

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

処分を委託した場合

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号
等

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

自ら処分した場合

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号
等

製造者名 型式 製造年月
表示記号
等

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

製品の型式等 量

番号 製品の種類
濃度
区分

参考事項

番号 製品の種類
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

該当なし



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

番号 製品の種類
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
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PCB 廃棄物及び保管状況（R5.3） 

 

・保管状況（中央の赤囲いペール缶） 

 

 
 

・容器内詳細  今回追加分（コンデンサー 4-001（１個）） 

 



令和 5 年 6 月 15 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

18-001 KVA
日本コン
デンサ

SBF-
36020R

1978 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし
コンデンサー
（3kg以上）

20
金属製

箱

濃度
区分

保管の状況

処理業者との
調整状況 参考事項定格

容量

台数又
は

容器の
数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

保管の場所 PCB保管庫内

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

量

保管事業場の名称 　城北水質管理センター

保管事業場の所在地 　〒920-0841　　金沢市浅野本町ホ131番地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 技師　高野　里津 電話番号 　076-252-1439

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 076-220-2611

(公印省略）

　公営企業管理者　松田　滋人

住　所 金沢市広岡３丁目３番３０号

氏　名 金沢市企業局

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

届出者   



18-141 不明
CP721A3T8

05V
1969 不明 未定 1 個 不明 低濃度

囲い
有、掲
示有

分別 なし

18-145
日本コン
デンサ

N1形 1972 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-155A
日立コン
デンサ

AM-2200ST 1973 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-158
日本コン
デンサ

NLB-
2300ST

1980 不明 未定 2 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-159
日本コン
デンサ

MPF-
2500ST

1969 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-160
日本コン
デンサ

MPF-
2200ST

1968 不明 未定 2 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-161A
日本コン
デンサ

AM2030TD 1971 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

18-161B
日本コン
デンサ

AM2030TD 1971 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

19-002 KVA
日本コン
デンサ

SBF-
36050R

1978 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

19-003 KVA
日本コン
デンサ

SBF-
36030R

1978 不明 未定 2 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

19-004 KVA
日本コン
デンサ

SBF-
36020R

1978 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

23-005B KVA
日本コン
デンサ

NEF-
N36076R

1978 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

30-001 KVA  ニチコン
AF-332750
KXA1401

1988  不明 2  個 23.0 kg  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

30-002  光商工 ZPC-1C 1988  不明 1  個 15.0 kg  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

30-003  光商工 ZPC-1C 1991  不明 1  個 15.0 kg  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

23-009 KVA  ニチコン
SBF-

N66020R
1983  不明 1  個 13.0 kg  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 コンデンサー
 （3kg以上）

25
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg以上）

 不明
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

金属製
箱

コンデンサー
（3kg以上）

75
金属製

箱

コンデンサー
（3kg以上）

20

コンデンサー
（3kg以上）

30
金属製

箱

コンデンサー
（3kg以上）

50
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

 コンデンサー
 （3kg以上）

 不明
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

 金属製
 箱

 コンデンサー
 （3kg以上）

20



32-001
 日本コン
 デンサ

SEF-
60003TN

1984  不明 1  個 16.0 kg  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-002 μF
 日本コン
 デンサ

MP
CAPACITOR

1984  不明 4  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-003 μF
 日本コン
 デンサ

BB441100A
C1

1984  不明 3  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-004 μF
 日本コン
 デンサ

BB441100A
C1

1985  不明 3  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-005 μF
 日本コン
 デンサ

BB441150A
C1

1984  不明 5  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-006 μF
 日本コン
 デンサ

BB441150A
C1

1985  不明 1  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-007 μF
 日本コン
 デンサ

BB441750A
C1

1984  不明 1  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

32-008 μF  ニチコン
BB441200A

C1
1984  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

32-009 μF  ニチコン
BB441050A

C1
1984  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

32-010 μF  ニチコン
BB441050A

C1
1985  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

32-011 μF  ニチコン
BB441100A

C1
1991  不明 3  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

32-012 μF  ニチコン
BB441750A

C1
1991  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

（日本工業規格　Ａ列４番）

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

 金属製
 箱

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

5

10

75

 金属製
 箱

20

5

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

10

15

15

75

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg以上）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

10

10

0.1μF×3



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分を委託した場合

参考事項処分
年月日

表示記号
等

台数又は
容器の数

台数又は
容器の数

量
濃度
区分

番号

番号

番号

製造者名
表示記号

等

廃棄物の種類

廃棄物の型式等

台数又は
容器の数

保管終了
年月日

（第２面）

廃棄物の種類

廃棄物の型式等

型式

量
濃度
区分

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

製造年月
表示記号

等

保管開始
年月日

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

定格
容量

製造者名

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項

参考事項

自ら処分した場合

定格
容量

保管終了
理由

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
製造者名



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

23-001 50 KVA ニチコン NEF-36050R 1974 不明 未定 2 個 不明 不明 R5更新予定

23-002 50 KVA ニチコン
NEF-

N36050R
1978 不明 未定 2 個 不明 不明 R5更新予定

23-019 不明
日立コンデ

ンサ
PML-

25020TCPA
1989 不明 未定 1 個 不明 不明

23-020 不明
日立コンデ

ンサ
PML-

25030TCPA
1987 不明 未定 2 個 不明 不明

23-021 不明
日立コンデ

ンサ
PML-

25030TCPA
1988 不明 未定 5 個 不明 不明

23-022 不明
日立コンデ

ンサ
PML-

25040TCPA
1988 不明 未定 1 個 不明 不明

23-023 不明
日立コンデ

ンサ
PML-

25050TCPA
1987 不明 未定 4 個 不明 不明

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

コンデンサー（3kg
未満）

処分業者との
調整状況

参考事項番号 定格
容量

総重量
（１台当たり
重量×台数）

量
所有開始
年月日

台数又は
容器の数

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

量
濃度
区分

廃棄の見込み

廃棄予定
年月

番号

コンデンサー（3kg
以上）

コンデンサー（3kg
以上）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

製品の種類

製品の型式等

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

所有開始
理由

　城北水質管理センター

所在事業場の所在地 　〒920-0841　　金沢市浅野本町ホ131番地

製品の種類

製品の型式等

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

所有開始
場所

（第３面）

水処理課長　口田　直彦 電話番号 　076-252-1439

所在の場所 浅野ポンプ場、横枕ポンプ場

所在事業場の名称

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

製品の種類

製品の型式等 量

番号

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。





令和 5 年 6 月 15 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

⑰-
012A

日立ｺﾝﾃﾞ
ﾝｻ

PML-
20150TCP

A
1984 不明 未定 1 個 不明 低濃度

囲い
有、掲
示有

分別 なし

 ㉚-001 KVA  ﾆﾁｺﾝ
AF332101

KB1
1989  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市広岡３丁目３番３０号

氏　名 金沢市企業局

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 076-220-2611

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 金沢市西部水質管理センター

保管事業場の所在地 〒921-8016　金沢市東力町ハ272

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 技師　 高野　里津 電話番号 076-252-1439

保管の場所 PCB保管庫内

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

量

濃度
区分

保管の状況

分析の結果
含有無し

処理業者との
調整状況

参考事項定格
容量

台数又
は

容器の
数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

 コンデンサー
 （3kg以上）

100
 金属製

 箱

(公印省略）
公営企業管理者　松　田　滋　人



⑰-004 ﾆﾁｺﾝ SH 1988 不明 未定 1 個 不明 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

 ⑰-005  ﾆﾁｺﾝ SH 1988  不明 1  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-006  ﾆﾁｺﾝ SH 1988  不明 1  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-022
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PML-
20030TCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-
023A

 日立ｺﾝﾃﾞ
 ﾝｻ

PML-
20030TCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-
023B

 日立ｺﾝﾃﾞ
 ﾝｻ

PML-
20030TCP

A
1984  不明 3  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-
023C

 日立ｺﾝﾃﾞ
 ﾝｻ

PML-
20020TCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-024
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PML-
20075TCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-028
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PMH-
20400XCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-029
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PMH-
20400XCP

A
1985  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ㉜-001
 日本ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ
SEF-

30003T
1979  不明 1  個 16 kg  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ㉜-002 KVA  ニチコン
SBF-

N36100R
1984  不明 3  個 87 kg  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ㉜-003 KVA  ニチコン
SBF-

N36150RC
1985  不明 4  個 164 kg  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-007  ニチコン SH 1989  不明 2  個  不明  なし
 囲い

 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-
012B

 日立ｺﾝﾃﾞ
 ﾝｻ

PML-
20150TCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-016
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PMH-
20200XCP

A
1984  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg以上）

150
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

コンデンサー
（3kg未満）

不明
金属製

箱

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱
分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg以上）

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

 不明

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱

0.1μF×3

 コンデンサー
 （3kg以上）

100
 金属製

 箱

 不明
 金属製

 箱

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明
 金属製

 箱



 ⑰-018
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PML-
20150TCP

A
1984  不明 3  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-020
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ

PMH-
20400XCP

A
1984  不明 1  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

 ⑰-021
 日立ｺﾝﾃﾞ

 ﾝｻ
PMH-

2050XCPA
1985  不明 2  個  不明  なし

 囲い
 有、掲
 示有

 分別  なし

（日本工業規格　Ａ列４番）

 不明

 不明

 コンデンサー
 （3kg未満）

 不明

 金属製
 箱

 金属製
 箱

 金属製
 箱

分析の結果
含有無し

 コンデンサー
 （3kg未満）

 コンデンサー
 （3kg未満）

分析の結果
含有無し

分析の結果
含有無し



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

濃度
区分

保管開始
年月日台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

保管終了
年月日

保管終了
理由

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

処分
年月日

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

処分
年月日

自ら処分した場合

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

処分を委託した場合

定格
容量

製造者名
番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分後の廃棄物の
種類及び処分先



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

⑰-009 不明
日本ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ
NLB-2250ST 1977 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-011 不明
日立ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ
MP

CAPACITOR
1978 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-026 不明
日立ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ
PML-

20100TCPA
1983 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-030 不明
日立ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ
S-5A01 1985 不明 未定 4 個 不明 不明

⑰-031 不明
日本ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ
SH 1981 不明 未定 1 個 不明 不明

⑰-032 不明 東芝 TLF-N2040T 1980 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-033 不明 東芝 TLF-N2015T 1980 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-034 不明 東芝 TLF-E2020T 1980 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-035 不明 東芝 TLF-N2030T 1980 不明 未定 2 個 不明 不明

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 金沢市西部水質管理センター

所在事業場の所在地 〒921-8016　金沢市東力町ハ272

　076-252-1439

所在の場所 西部水質管理センター、高畠ポンプ場

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

水処理課長　口田　直彦 電話番号

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
以上）

コンデンサー（3kg
以上）

コンデンサー（3kg
未満）



⑰-036 不明 東芝 TLF-N2030T 1980 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-037 不明 東芝 TLF-N2030T 1980 不明 未定 4 個 不明 不明

⑰-038 不明 東芝 TLF-N2075T 1984 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-039 不明 東芝 TLF-E2040T 1982 不明 未定 5 個 不明 不明

⑰-040 不明 東芝 TLF-N2030T 1981 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-041 不明 東芝
TLM-

E2040TPR
1977 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-042 不明 東芝
TLM-

E2040TPR
1977 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-043 不明 東芝
TLF-

E2015TPR
1978 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-044 不明 東芝
TLF-

E2020TPR
1979 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-045 不明 東芝
TLF-

E2030TPR
1979 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-046 不明 東芝
TLF-

E2100TPR
1978 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-047 不明 東芝
TLF-

E2030TPR
1979 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-048 不明 東芝
TLF-

E2040TPR
1979 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-049 不明 東芝
TLF-

E2030TPR
1979 不明 未定 1 個 不明 不明

⑰-050 不明 東芝
TLF-

N2075TPR
1979 不明 未定 1 個 不明 不明

⑰-051 不明 東芝
TLF-

E2040TPR
1979 不明 未定 2 個 不明 不明

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）



⑰-052 不明 東芝
TLF-

E2030TPR
1978 不明 未定 5 個 不明 不明

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

⑰-053 不明 東芝
TLF-

E2030TPR
1982 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-054 不明 東芝
TLF-

E2050TPR
1978 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-055 不明 東芝
TLF-

N2050TPR
1978 不明 未定 4 個 不明 不明

⑰-056 不明 東芝 TLF-N2030T 1982 不明 未定 6 個 不明 不明

⑰-057 不明 東芝 TLF-N2030T 1984 不明 未定 3 個 不明 不明

⑰-058 不明 東芝 TLF-N2075T 1984 不明 未定 2 個 不明 不明

⑰-059 不明 東芝 TLF-N2030T 1982 不明 未定 2 個 不明 不明

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

量

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類
製品の型式等 量

参考事項
定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

番号 製品の種類
製品の型式等 廃棄の見込み

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

濃度
区分



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。





(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者股ぴ所有事業者用）

様式第一号（一）

令和5年6月27日
金沢市長 殿

釜沢亜堂亜 届出者

住所余沢市広坂1丁目1番1号

氏名余沢市長村山卓
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-220-2111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。

悪童法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第194
の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

）

保管事業場の名称 旧菓子文化会館

保管事業場の所在地 金沢市尾張町2丁目12番1号

’ | 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-220-2091 (総務局総務課）

’保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 保管の状況量

処分業者との

調整状況

処分予定

年月

濃度

区分
台数又は総重量

I1台当たり
容器の数

圃趾x台散）

参考事項廃棄物の種類 容器の囲い等分別・ 漏れ等の

性状の有無混在の別おそれ

番号

薫製造酩岬拭製造年H耐｡箒

なし蹴嘉分別 なし低濃度1台 100kg⑳-001 7. 2kV 日新電機DH-121 1966油入遮断器

Ⅲ東芝;淵1，61 なし鷲魚分別 なし
変圧器

(トランス）
1台 228kg 低濃度⑳-002



I

東芝I!Ⅷ－Ⅲ なし"Z! 分別 ｜ なし75kVA i
変圧器

(トランス）
1台 578kg 低濃度⑳-003

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量
可
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■
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■
■
■
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~

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

儲X台数）

廃棄物の種類 参考事項番号

蕊i製造者名
台数又は

容器の数
型式 1製造年月；表示記号等
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

保管終了

理由

濃度

区分

保管終了

年月日

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
総重量
(1台当たり

重最X台数）

参考事項番号 廃棄物の種類 台数又は

容器の数鱒製雌名;型式I

製造年月銭示記号等
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②
ロ
■
凸
■
●
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画

~~

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合
濃度

区分
参考事項廃棄物の種類番号

襄鬘|製造部i 型式'製造年月赫僻
処分拠分後の廃棄物の
年月日；種類及び処分先

処分委謡処分受託者の
年月日 ： 名称

処分
年月日
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ｇ

■

凸

■

■

■

●

甲

■

■

■

凸

■

。

■

、

？

■

■

甲

。

~
~
~

で

毎

■

年

毎

■

寺

■

巳

早

毎

毎

？

■

■

■

ロ

毎

●

■

ロ

ｐ

②

口

●

■

ロ

■

■

。

Ｆ

■

■

■

■

■

ｂ

■

■

■

Ｐ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｆ

■

■



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

IW莅事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
皇
畢

’
9

製造者名；

濃度

区分
番号 製品の種類 参考事項廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

定格

容量
型式 ：製造年月銭示記号等

。

■

■

？

■

■

■

■

■

■

凸

■

■

■

ｂ

■

■

■

甲

■

■

甲

■

■

甲

■

Ｂ

固

■

■

固

■

ｂ

■

■

■

■

即

■

Ｂ

■

■

し

■

■

Ｂ

ｂ

叩

■

凸

ｐ

■

冊

ｐ

■

Ｌ

Ｐ

■

ｂ

■

■

ｂ

■

■

■

■

■

ｂ

■

■

■

ｐ

■

■

＝

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は

容器の数襄鬘 ;製造者名1 型式 ;製造年月!翫記鶚I E

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

~
所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
総重量
(1台当たり重

景x台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は

容器の数襄篶 I製齢名‘ 型式 ;製造年月 表示記号等

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

■

Ⅱ

■

■

４

■

■

１

Ｇ

口

。

４

■

９

。

Ｂ

０

１

１

９

５

５

■

旬

■

日

■

■

1． この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣ 、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
12 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16~ 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記戦する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20~ 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一） (第九条、第三十条及び第三十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管股び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6月27日
金沢市長 殿

届出者

仲所金沢市広坂1丁目1番1号
氏名金沢市長村山卓
（法人にあっては、名称及び代表音の氏名）

電話番号076-220-2111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項~(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に蕊づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 ．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

旧南分室仮庁舎保管事業場の名称

金沢市広坂1丁目9番15号保管事業場の所在地

’ ｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-220-2091 (総務局総務課）

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

濃農

区分

処分予定

年月

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

容器の数鐡謝
参考事項廃棄物の種類 容器の 囲い等分別。 漏れ等の

性状の有無混在の別 おそれ

番号 定格 製造者名型式製造年月表示記号等
容量

患"鱗職籍分別 なし
変圧器

(トランス）
1台 615kg 低濃度75kVA 東芝 L-3 , 1967⑳-001

川A東芝洲IⅢ’ 童"箱鱸 分別 ; なし
変圧器

(トランス）
1台 137kg 低濃度⑳-002



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

量廃棄物の型式等

保管開始

年月日

保管開始

理由

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

趾x台数）

参考事項廃棄物の種類 台数又は

容器の数

番号

襄篁 製織名型式鮎年同茄僻

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由
参考事項総重量

（1台当たり

璽趾x台敷）

番号 廃棄物の種類 台数又は

容器の数駕雌都哩式製造年肱順記鶚

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度

区分
台数又は総重量

容器の数灘期
参考事項番号 廃棄物の種類 処分処分後の廃棄物の

年月日種類及び処分先定格容量製造者名 型式製造年月表示記号等
処分委託処分受託者の
年月日 名称

処分
年月日



(第3面）

2ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在lu

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
Ｊ
１
“

－
１

１
１

蕊|製造者名‘ 型式 |製造年胤1翫淵
濃度

区分
参考事項製品の種類番号 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況
！
】

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
i
l 所有開始

年月日

所有開始

理由

所有開始

場所
総重量
(1台当たり、

量x台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は

容器の数蕊i製儲名： 型式 :製造年月|赫記群
函

４

日

■

１

９

■

日

。

■

■

■

■

■

。

■

日

９

１

■

ｑ

■

９

勺

■

■

＃

包

一

■

■

●

Ｆ

■

■

ｐ

■

■

Ｆ

■

■

●

耳

凸

●

■

■

●

④

■

ｐ

ｐ

Ｓ

ワ

ロ

０

■

■

■

甲

色

Ｄ

Ｐ

■

■

Ｐ

色

●

Ｐ

色

●

▽

■

●

■

■

●

●

■

■

●

●

■

■

●

■

●

●

画



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

皇
塁製品の型式等

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

理由

所有終了

年月日
参考事項

ﾛ

ﾛ

ﾛ

総重量
(1台当たり重

量x台数）

▼
毎
■
争
口
■
■
■
■
■
毎
■
甲
■
Ｂ
勺
毎
■
甲
二

番号 製品の種類 台数又は

容器の数襄勵製儲名; 型式 1製造年月蒜記号等
甲
■
■
甲
■
。
■
■

■

■

■

■

■

■

■

~

~

~

~

~

■
■
■
■
■
■
■

1 . この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の側には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15~ 「保管の状況」の柵|のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況｣･の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の桶には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． ~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の桶には、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記栽される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。

の

、



様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

令和 5年

ポリ塩化ビフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する牲別措置法第8条第1項(浩第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。の規定に基づき、二谷和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。」゜

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

殿

金沢市役所

令和 5年6,-5
ご減第

受矢

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

金沢健康プラザ大手町東館

金沢市大手町3番器号

号

番号

事業場の所在地と同じ

廃棄物の種類

3-001
変圧器(トラ

ンス)

定格

容量

福祉健康局健康政策課係長戸田正隆

届出者
住所金沢市広坂1丁目1番1号
氏名金沢市長村山卓

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 076-詑0-器噐

廃棄物の型式等

製造者名1 型式纓造年月凄示記号等

50 KVA
一麦電

機(株)
SN S44年

処分予定

年月

不燃し幽

油

5月29日

量

R6

電話番号

濃度

区分

1930. okg

076・220-2233

容器の1囲い等

性状 1の有無

低濃度

保管の状況

分別・

混在の別

}漏れ等の
おそれ

分別

処分業者との

調整状況

なし

(日本工業規格 A列4番)

参老事項
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,
■
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加
剰

重
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よ
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合



②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

該当なし

定格

容量

番号 廃棄物の種類

1 製造者名

廃棄物の型式等

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

該当なし

型式

定格

谷至

番号

(第2面)

廃棄物の型式等

製造年月1表示記号等

製造者名1 型式 1製造年月凄示記号等

廃棄物の種類

該当なし

定格

容量

台数又は

容器の数

量

製造者名

廃棄物の型式等

総重量
a台当たり重

量X台鋤

台数又は

容器の数

型式

濃度

区分

総重白
a台当たり

重量X台数)

表示記号等製造年月

濃度

区分

保管開始

年月日

保管終了

年月日

総重量台数又は
a台当たり

容器の数
重量X台数)

量

保管開始

理由

保管終了

理由

濃度

区分

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

参考事項

処分
年月日

自ら処分した場合

処分後の廃棄物の

種類及び処分先
処分委託
年月日

処分を委託した場合

参考事項

処分受託者の
名称

処分
年月日

参考事項

量



2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気t作物を除く。以下同じ。)

該当なし

(第3面)

定格

容量

番号

1製造者名i 型式

製品の型式等

製品の種類

該当なし

定格

容量

製造年月法示記号等

所有開始

理由1製造者名
参老事項

製品の型式等

チ

廃棄予定

年月

型式

電話番号

廃棄の見込み

製造年月1表示記号等

処分業者との

調整状況

台数又は

容器の数

量

台数又は

個数

総重
Q台当たり重

量X台鋤

1総重量
1(]台当たり重
}量X台鋤

所有開始

年月日

濃度

区分

所有開始

場所

参考事項

量



③前午度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

該当なし

備考

定格

容量

1.この届出書は、ボリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3,「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4.「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊上 28-0O D を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5.「廃棄物の種類」及び「製品の種頚」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、「表示記号等」にコいては、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(仰上不燃性油)。
フ.「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。
8.「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の

(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフエニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
(例:「ドラム缶」、「なし」)。

「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する13

こと。

14.「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
「保管の状況」の棚のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。15

1製造者名1 型式 1製造年月濠示記号等

製品の型式等

所有終了

理由

(第4面)

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地台数又は

容器の数1

量

総重 量
(1台当たり重

量X台剥

参考事項
所有終了

年月日



(第5面)
「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する16

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

「参考事項」の棚には、モの他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伊1:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、 rpcB濃度△昭/kgj、17

「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をモれぞれ特定して記載する
こと。

「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。18

「保管終了理由」及び「所右終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。19

20.「処分年月日」の欄には、実際にボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21.「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用

製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法印召和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め;廃棄物とすることをいう。

25.「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している午月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては
記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分にっいての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第]2条の3第4項又は第12条の5築5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。



事業場名

実施年月日

試験責任者有山真吾

金沢健康プラザ大手町東館

<結果>

令和 3年1月

1.下記電気機器は低濃度PCB含有の可能性があり、PCB濃度罰査を実施しました。

PCB濃度調査の結果、判定基準値(0.5mg/捻)を超過している為、「pcB特措法」により令和9年3月31日まで

処分しなけれぱなりません。廃棄物の期限内の処分を船願いします。

・単相変圧器1(50kvA)三菱電機 SF11969年製(保管中) 38mg/kg

・単相変圧器2(50kvA)三菱電機 SF11969年製(保管中) 39mg/kE

20日

結果総括

・単相変圧器3(50kvA)三菱電機 SF119脚年製(保管中)能m三ノ地

天候

2.4階研修室の蛍光灯24台に使用されている安定器計48台にういても低濃度PCBの含有は

ありませんでした。

雨

停電時間

温度

YEMS-201-08-030I R0ν 02

8で

詳細については、別紙参照願います。

湿度 63 %

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス



金?

分析結果総括表

プラザ大手町 r

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を以下に示します。

業務名:PCB分析

単相変圧暑&1

単相変圧器2

単相変圧暑誕

試料名

._ー','」"

株絵社新゛、が論襲
〒鄭・ル諸石川県張 1、'勺!1,1毛曳'忠゛

・EL:076-27フー、、'、・;"R、N美10 '

以下余白

令和3年2月2日

結果

38

登録第1号

事業本部

田273番地

-27フ-3139

39

基準

38

、、

0.5以下

0.5以下

単位

備考:

分析の結果、基準を超過する絶緑油の使用が確認された機器は『ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法』により以下の事項が義務付けられます。

1.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)への届出

2.法で定める朔限内(2027年3月31日)までの処理

3.譲り渡し及び讓り受けの禁止

4.廃棄物処理法で定める「特別管理産業廃梨物管理責任者」の設麗

5.廃棄物処理法で定める「特別管理産業廃簗物保管基準」に基づく適正な保管
同基準には飛散・流出・地下浸透・悪奥発生の防止などがありまt

0.5以下

mg/ka

m宮/kg

備考'

m曾/地

※基準超過

※基準超過

※基池超過



金沢健康プラザ大手町東館

試料の区分

分析結果報

試

採取場所

料

採取年月

採取時

名

トランス

採取の区分

単相変圧器1

採

0.15

金沢健康プラザ大手町東館

特記事項

取

令矛Π3年1月20日

13時50分

様

者

※収集,持込み試料の場合、試料名他採取情報は、ご依頼者のお申し出により、記入しました。

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を炊の通り報告します。

収集

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス

◆対象機器

製

d二

表

計量証明事業登録

NO. P5500596

令和3年2月2日

株式会ネ

製造番号

者

造

〒920-0811

株式会社

〒923-1253

定格容量

式

総

年

三菱電機株式会社

^

SFI

心1魅'f,UI{金iリ児';ゞ、}11北町三反田273

」

重

◆結果

石川県

TEI"

1969年

tマ

量

AC65930718

076-27フ-3733 FAX 076-27フー

分析担出者島村唯史毘ヒ芽
・『都

第1号(濃度)

＼析センター

50kvA

310k宮

分析項目

ポリ塩化ビフェニル

1俳者】

PC別典度が処理の判定基準(0.5mg/kg)を超えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。
(平成17年12月19日環廃産発第051219001号)

分析方法

受電電圧

総

結果
( mg/k三)

油 量

38

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物・りサイクル対策部産業廃棄物課)

660OV

95L

判定基準
( mg/kg )

0.5

検出下限値
( mg/kg )

ιヒ壷二
「コ^

造

日
問



金沢健康プラザ大手町東館

試料の区分

分析結果報

献

採取場所

料

採取年月

採取時

名

トランス

採取の区分

単相変圧器2

採

0.15

金沢健康プラザ大手町東館

特記事項

取

令和3年炯20日

13H寺50分

様

者

※収集・持込み試料の場合、試料名他採取情報は、ご依頼者のお申L出により、記入しました。

収集

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス

◆対象機器

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

製

型

製

計量証明事業登録

NO. P5500597

令和3年2月2日

字ヰ、ー

〒兜0-0811 ぐ旨叫lt諺トニμ、坂町中】8番地4
1 .・"ーーー.1.ニ=、J "^..

コ^..

TEL 076-27フ-3733FAX 076-27 _

分析担当者島村唯・語子
」凶"恢_

製造番号

者

定格容量

式

総

年

三菱電機株式会社

SFI

重

石川県

◆結果

1969年

量

AC65930720

第1号(i農度)

50kvA

310ka

分析項目

ポリ塩化ビフェニル

【備寺】

PC引農度が処理の判定基準(0.51叩/kg)を超えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。
(平成17年12月19日環廃産発第051219001・号)

分析方法

受電電圧

総

結果
( mg/蚫)

油 量

39

絶縁油中の微量PCBに関tる簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物・りサイクル対策部産業廃棄物課)

660OV

95L

判定基準
( mg/kg )

0.5

検出下限値
( mg/kg )

ξヒ圭二
口昌

造

造

日
間



金沢健康プラザ大手町東館

試料の区分

分析結果報告書

試

採取場所

料

採取年月

採取時

名

トランス

採取の区分

単相変圧器3

採

0.15

金沢健康プラザ大手町東館

特記事項

取

令和3年明20日

13時50分

様

者

※収集・持込み試料の場合、試料名他採取情報は、ご依頼者のお申し出により、記入しました。

収集

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス

◆対象機噐

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を炊の通り報告します。

製

ヲ狗1

製

計量証明寓拠登録

NO. P5500598

令手n3年2月2日

株式会ネ

〒920-08Ⅱ

製造番号

者

定格容量

式

為、

株式会仕

〒923-1253

年

三菱電機株式会社

SFI

重

◆結果

石川県第1号(濃度)

j1健

TEL 076-27フ-3733

分析担当者

1969年

曼、11!ニ
^'●^

量

目、'1璽1'.ーー

AC65930723

析センター

、坂町中】8番地4

50kvA

310kg

分析項目

ポリ塩化ビフェニル

ター事業本部

1北町三反田273

FAX 076-27フ^

ーし
島村唯史毘→ヨ

.1 -

【備考1

PCB濃座が処理の判定基準(0.51鴫/kg)を超えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理蛇びに届出を行う。
(平成17年12月19日環廃産発第051219001号)

分析方法

受電電圧

総

結果

( mg/kg )

油 量

38

絶縁油中の微量PCBに関tる簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物・りサイクル対策部産業廃棄物課)

660OV

95L

判定基準

( m宮/kg )

0.5

検出下限値
( mg/kg )

.

一

造

造

日
間



P21021285

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス

Panasonic

PCB使用有無証明書

件名.金沢健康プラザ大手町東館

PCB使用の有無については下記のとおりです。

FZ40413445K

品番

FZ40114495

2021年2月 4日

記

パナソニック株式会社

ライフソリューションズ社

ライティング事業部

SNZ4021HA-13UH

品畠

風L/

NZ40HHA-5UH

PCB有無

バナソニック株式会社ライフソリユーシヨンズ社

〒571.8686 大阪府門真市大字門真1048

ht如:/ゆanesonlc、CO.jp/1S/

無

無



七

様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市広坂1-1-1

氏名村山卓
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-220-2111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1‘ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ ’金沢市キゴ山ふれあい研修センターこども交流棟・天文学習棟保管事業場の名称

保管事業場の所在地 石川県金沢市平等本町力13番地1

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-229-1141

’保管の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ I 量 ’廃棄物の型式等 保管の状況

処分予
定

年月容量製遮者名型式製造年月|衣軍己号
定格

又

の

数
は
器
数

台

容

濃度
区分

処理業者との

調整状況囲い等｜分別計

の有無混箭の
漏れ等
の

おそれ

廃棄物の種類番号 総箪最
（ 1台当たり

故且×合致）

参考事項容器の

性状

＊上
囲い

有、掲

示無

コンデンサー

(3kg以上）

BRTR-
20 KVA 東芝 1974

A6JR
その他 低濃度 なし2－001 1 台16､0 kg 分別

~

’ ’ ’
1

1

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
』弧
H1

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項廃棄物の種類 総重量
（1台'¥たり
｢､紬×台数）

番号 台数又は
容器の数

定格
容量 製造者名 型式 製造年月 ｜表零号

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿倣×台数）鑿製造者名型式|製青年表示記号等

台数又は
容器の数

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合量 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿最×台数）

参考事項

蕊製造者名|型式製言年表示記号等
処分

年月日
処分受託者の
名称

処分
年月日

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

該当なし



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

｜

1

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
濃度
区分I

参考事項総重量
（1台当たり
砿最×台数）

製品の種類番号 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

｜
’

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項総重量
( 1台当たり
iIt趾×台数）

製品の種類番号 台数又は

容器の数
定格
容量 製造年月 |表零号製造者名 型式

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 壁

所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項総重量
（1台当たり
爪品×台数）

製品の種類番号
霊製造者名 型式製造年月鬚奮号

台数又は
容器の数

該当なし

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3~ 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記栽されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低漉度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kgj 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19~ 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」 とは、ポリ塩化ピフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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1

様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市広坂1-1-1

氏名村山卓
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-220-2111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条に

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1，ボリ塩化ビフェニル廃棄物について

’’ 金沢市キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟保管事業場の名称

’ 石川県金沢市小豆沢町ヲ4保管事業場の所在地

|電話番号’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-229-0583

’’ 保管の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ 量 保管の状況廃棄物の型式等

処分予

定

年月

「
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(日本産業規格A列4番）
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
皇
塁

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地鑿製造着名型式|製嘗年壼示記号等 ’

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
飛最×台数）

参考事項台数又は
容器の数

｜ ｜ ｜ l l l該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重景
（1台当たり
砿晶×台数）

参考事項
蕊製造着名型式製資年|表誓号

処分
年月日

処分委託
年月日

台数又は
容器の数

処分受託者の

名称
処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

該当なし

番号 廃棄物の種類

該当なし

廃棄物の型式等

定格
容量 ’ 製造者名 ’ 型式

’
製造年月

｜

’

表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
(1台当たり

重量×台数）

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項
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(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分~

製品の種類 参考事項番号 総重量
（1台当たり
砿最×台数）

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 ｜製造年月表寮号

該当なし

’

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

’ ’
製品の種類番号 総重量

（1台当たり
砿哉×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数型式 ｜製造年月表示記号等製造者名

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等
阜
皇

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項総重量
（1台当たり
拡愚×台数）

製品の種類番号

蕊製造者名 型式 |製造年月表零号
台数又は
容器の数

該当なし

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4~ 「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低漉度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の棚のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記戦すること。

10~ 「濃度区分」の柵には、 「高機度」 、 「低機度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ピフェニル使用製品のlll各称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高機度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11~ 「保管の状況」 として、新たにボリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19~ 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20~ 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写樅によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 5 年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

KVA
東京芝浦
電気㈱

PT6-K5 1979年
不燃(性)

油
未定 1 台 275.0 kg 低濃度

囲い
有、掲
示有

分別 なし

KVA
東京芝浦
電気㈱

BRTR-
A6J1R

1979年 未定 1 台 14.0 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

電話番号 　076-220-2443

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

届出者   
住　所 金沢市広坂１丁目１番１号

氏　名 金沢市長　村山　卓

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 スポーツ振興課長　瀧田　誠一 電話番号 ０７６－２２０－２４４３

保管の場所 　金沢市安原スポーツ広場倉庫

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 金沢市安原スポーツ広場

保管事業場の所在地 金沢市下安原町東1127番地

処理業者との
調整状況

参考事項定格
容量

台数又
は

容器の
数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

容器の
性状

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

量

濃度
区分

保管の状況

変圧器（トラ
ンス）

30 なし
金沢市で調整

中

コンデンサー
（3kg以上）

10 なし
金沢市で調整

中



KVA 三菱電機
三相変圧
器RA-T

1986年
塩化ビ

フェニー
ル

未定 1 台 350.0 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし
変圧器（トラ

ンス）
100 なし

金沢市で調整
中

旧総合
プールか
ら移管

（日本工業規格　Ａ列４番）



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

所在事業場の所在地

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

移動先の所在の場所並びに事業
者

又は事業場の名称及び所在地
参考事項定格

容量
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 5 年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

KVA
三菱電機
株式会社

KL-7 平成元年 未定 1 台 15.0 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

電話番号 　076-220-2443

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

届出者   
住　所 金沢市広坂１丁目１番１号

氏　名 金沢市長　村山　卓

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 スポーツ振興課長　瀧田　誠一 電話番号 ０７６－２２０－２４４３

保管の場所 　金沢市営中央市民体育館キュービクル内

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 金沢市営中央市民体育館

保管事業場の所在地 金沢市長町３丁目３番３号

処理業者との
調整状況

参考事項定格
容量

台数又
は

容器の
数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

容器の
性状

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

量

濃度
区分

保管の状況

コンデンサー
（3kg以上）

50 なし
金沢市で調整

中



（日本工業規格　Ａ列４番）



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

所在事業場の所在地

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

移動先の所在の場所並びに事業
者

又は事業場の名称及び所在地
参考事項定格

容量
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 5 年 6 月 1 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

19-１ KVA
大阪変圧

器
ＴＯＳＷ
ＶＦ

1966年 R5.12 1 台 172.0 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

19-２ KVA
大阪変圧

器
ＴＯＳＷ
ＶＦ

1966年 R5.12 1 台 172.0 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

番号 廃棄物の種類
処分予定

年月
濃度
区分

処理業者との
調整状況

参考事項

委託契約済
ＰＣＢ濃度
200mg/kg

変圧器（トラン
ス）

20 金属製箱 委託契約済
ＰＣＢ濃度
200mg/kg

定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

変圧器（トラン
ス）

20 金属製箱

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 消防司令　塚原　隆文 電話番号 ２８０－１０２８

保管の場所 専用倉庫で保管

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 金沢市消防局

保管事業場の所在地 金沢市泉本町７丁目９番地２

電話番号 ２８０－１０２８

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

氏　名 金沢市長　村山　卓
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

届出者   

住　所 金沢市広坂１丁目１番１号

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿



19-３ KVA 三菱電機 ＲＡＴ 1978年 その他
（油入自冷式）

R5.12 1 台 500.0 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

19-４ KVA
大阪変圧

器
NCP-FOR 1966年 その他

（油入自冷式）
R5.12 1 台 380.0 kg 低濃度

囲い有、
掲示有

分別 なし

19-５ KVA 三菱電機 KL-5 1978年
その他

（油入り） R5.12 1 台 20.0 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

（日本産業規格　Ａ列４番）

コンデンサー
（3kg以上）

50 金属製箱 委託契約済
ＰＣＢ濃度
0.8mg/kg

変圧器（トラン
ス）

75 金属製箱 委託契約済
ＰＣＢ濃度
2.0mg/kg

変圧器（トラン
ス）

100 金属製箱 委託契約済
ＰＣＢ濃度
0.6mg/kg



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

参考事項番号

型式 製造年月
表示記号

等

廃棄物の種類
濃度
区分

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項

廃棄物の型式等 量

定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

番号 廃棄物の種類
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

自ら処分した場合 処分を委託した場合

定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

参考事項番号 廃棄物の種類
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製造者名



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

番号 製品の種類
濃度
区分

参考事項

番号 製品の種類
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

製品の型式等 量

製品の型式等 廃棄の見込み 量

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

所在の場所 専用倉庫で保管

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

所在事業場の所在地 金沢市泉本町７丁目９番地２

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

消防司令　塚原　隆文 電話番号 ２８０－１０２８

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 金沢市消防局



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

番号 製品の種類
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 5 年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

囲い等

の有無

分別・

混在の

別

漏れ等の

おそれ

氏　名 金沢市長　村山　卓

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市広坂１丁目１番１号

電話番号 　076-220-2443

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 電話番号

保管の場所 　

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

処分予定

年月

量

濃度

区分

保管の状況

処理業者との

調整状況
参考事項定格

容量

台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

容器の

性状



（日本工業規格　Ａ列４番）



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

75 KVA
株式会社

東芝
HCTR-S2 S54 台 kg 低濃度

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

所在事業場の所在地  金沢市東力町ハ250番地

変圧器（トランス） 未定 1 390.0

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

 スポーツ振興課長　瀧田　誠一 電話番号 ０７６－２２０－２４４３

所在の場所 金沢市営西部市民体育会館キュービクル（屋外）

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称  金沢市営西部市民体育会館

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

移動先の所在の場所並びに事業
者

又は事業場の名称及び所在地
参考事項定格

容量
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 5 年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

囲い等

の有無

分別・

混在の

別

漏れ等の

おそれ

氏　名 金沢市長　村山　卓

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市広坂１丁目１番１号

電話番号 　076-220-2443

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称  

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 電話番号

保管の場所 　

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

処分予定

年月

量

濃度

区分

保管の状況

処理業者との

調整状況
参考事項定格

容量

台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

容器の

性状



（日本工業規格　Ａ列４番）



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項定格
容量

製造者名
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

300 KVA
三菱電機
株式会社

RT-T S59 台 kg 低濃度

150 KVA
三菱電機
株式会社

SF-T S59 台 kg 低濃度

75 KVA
三菱電機
株式会社

RA-T S59 台 kg 低濃度

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

405.0

所在事業場の所在地  金沢市泉野出町３丁目８番１号

変圧器（トランス） 未定 1 835.0

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

 スポーツ振興課長　瀧田　誠一 電話番号 ０７６－２２０－２４４３

所在の場所  金沢市総合体育館機械室

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称  金沢市総合体育館

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

参考事項

変圧器（トランス） 未定 1 400.0

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

変圧器（トランス） 未定 1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

移動先の所在の場所並びに事業
者

又は事業場の名称及び所在地
参考事項定格

容量
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一） (第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者股ぴ所有事業者用）

令和5年6月27日

金沢市長 殿

届出者

住所金沢市庄坂1丁目1番1号
氏語金沢市長村山卓
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-220-2111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第193
の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

）

金沢市第一本庁舎保管事業場の名称

保管事業場の所任地 金沢市広坂1丁目1番1号

｜ 電話番号 ’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-220-2091 (総務局総務課）

’保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量

濃度

区分

処分業者との

調整状況

処分予定

年月
台数又は総重量
容器の数(1台当たり

璽肚x台数）

参考事項廃棄物の種類 容器の 囲い等 分別。 漏ｵ1等の

性状 の有無 混在の別おそれ

番号

蕊 雌書名型式製造年月茄僻

川棚東芝鴨WⅢ↑
」

釜"輔馳尭分別 なし
コンデンサ

(3kg以上）
1台 45kg 低濃度⑮-2-Cl

旧本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
庁三J

題言

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量

(1台当たり重

愚x台数）

番号 廃棄物の種類 参考事項

襄篶鵬青名 哩式製造年月派僻
台数又は

容器の数

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重愚x台数）

参考事項

蕊雌着名型式製造年月姉僻
台数又は

容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合 処分を委託した場合量

濃度

区分
台数又は総重量

容器の数“嬉欝
参考事項番号 廃棄物の種類

篭製造書名 型式製造年H蘆示記需
処分処分後の廃棄物の

年月日種類及び処分先
処分委託処分受託者の
年月日 名称

処分
年月日



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
f－1
一宇

町1
▼
■
●
■
■
Ｂ
■
。

~~

濃度

区分
製品の種類 参考事項番号 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

定格

容量
i製造者名I 型式 ：製造年月壊示記号等

I
i
U
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②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
星
里

■

I

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は

容器の数

定格

容量
製造者名： 型式 1製造年月磯示記号等
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(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

~
~
~

番号 製品の種類 総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項

襄篶 I難酩; 型式 i製造年月1蒜記号等
台数又は

容器の数
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

備考 1 ． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の棚には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9~ 「最」の棚のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 ~ 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例& 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13~ 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高漉度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて幟わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由lの棚には、 「他の事業場から移動j 、 「譲受け」及び「承継lのいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚にはポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて幟わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、 当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添ｲ､l･すべき書類を添ｲ､l･することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 5 年 6 月 22 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

㉘－１ 未定 1 個 19 ml 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

R3-001 R6年度 1 個 1 L 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし 2040mg/kg

その他PCBを
含む油

その他PCBを
含む油

ガラス
瓶

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長　村　山　卓

金沢市長　村　山　卓 殿

4

電話番号

届出者   
住　所

定格
容量

保管の状況

容器の
性状

処理業者との
調整状況

参考事項

ガラス
瓶

金沢市広坂１丁目１番１号

氏　名

　事業場の所在地と同じ

総重量
（１台当たり
重量×台数）

　金沢市保健所

濃度
区分

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

台数又
は

容器の
数

076-234-5124

保管事業場の名称

　金沢市西念３丁目４番２５号

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
076-220-2111

保管事業場の所在地

電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保健所長　越田　理恵

廃棄物の種類

保管の場所

量

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、令和



R3-002 R6年度 1 個 1 L 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

R3-003 R6年度 1 個 1 L 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

R3-004 R6年度 1 個 1 L 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

R3-005 R6年度 1 個 700 ml 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

R3-006 R6年度 1 個 200 ml 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

57mg/kg

（日本工業規格　Ａ列４番）

その他PCBを
含む油

その他PCBを
含む油

ガラス
瓶

2083mg/kg

その他PCBを
含む油

ガラス
瓶

46mg/kg

その他PCBを
含む油

8mg/kg
ガラス

瓶

ガラス
瓶

3222mg/kg
ガラス

瓶

その他PCBを
含む油



型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分表示記号

等

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

製造者名
定格
容量

自ら処分した場合

製造者名

廃棄物の型式等

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項
保管終了

理由
移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

総重量
（１台当たり
重量×台数）

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

廃棄物の種類

量廃棄物の型式等

表示記号
等

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日型式 製造年月





製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

R2-001 個 ml 低濃度
高濃度試薬を

調整

R2-002 個 ml 低濃度
高濃度試薬を

調整

R2-003 1 個 ml 低濃度
高濃度試薬を

調整

R2-004 1 個 ml 低濃度
高濃度試薬を

調整

個 ml 低濃度 分析試薬

個 ml 低濃度 分析試薬

1 個 40 ml 低濃度 分析試薬

1 個 40 ml 低濃度 分析試薬

1 個 46 ml 低濃度 分析試薬

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油 未定

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

200

1 200

200

定格
容量

2

1 200

1

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　金沢市保健所

　金沢市西念３丁目４番２５号

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

量

所在の場所

製品の型式等

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

参考事項

電話番号保健所長　越田　理恵
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
076-234-5124

製品の種類

　事業場の所在地と同じ

番号

廃棄の見込み

台数又は
容器の数

濃度
区分

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油

未定

未定

その他PCBを含む油

71

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油 未定

未定 1



5 個 10 ml 低濃度 分析試薬

5 個 10 ml 低濃度 分析試薬

5 個 10 ml 低濃度 分析試薬

8 個 16 ml 低濃度 分析試薬

1 個 80 ml 低濃度 分析試薬

1 個 39 ml 低濃度 分析試薬

1 個 49 ml 低濃度 分析試薬

1 個 49 ml 低濃度 分析試薬

個 ml 低濃度 分析試薬

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始

理由
所有開始

場所
所有開始
年月日

参考事項定格
容量

未定

未定

1

その他PCBを含む油 未定

未定

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

製品の型式等

49その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油 未定

その他PCBを含む油



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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